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(57)【要約】
【課題】出金取引において、利用者の操作性を向上させ
、現金受け取り誘導処理から次の処理に移行しない場合
でも柔軟に対応できるようにする。
【解決手段】本発明に係る現金処理装置は、複数の金種
の現金を金種別に区分して出金する現金処理装置におい
て、現金処理装置の本体に対してスライド可能であり、
出金現金を金種別に収納する出金箱と、現金処理装置の
本体に戻された出金箱内の残留現金を金種毎に検知する
残留検知部と、残留検知部による金種毎の検知情報に基
づいて出金箱内の残留確認処理を金種毎に行うものであ
り、少なくとも１つの金種について複数回に分けて現金
を出金する場合に、残留確認処理を変更する残留確認部
と、残留確認部による金種毎の残留確認結果に応じて、
出金箱内の残留現金の受け取りを誘導する誘導制御部と
を備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の金種の現金を金種別に区分して出金する現金処理装置において、
　現金処理装置の本体に対してスライド可能であり、出金現金を金種別に収納する出金箱
と、
　現金処理装置の本体に戻された上記出金箱内の残留現金を金種毎に検知する残留検知部
と、
　上記残留検知部による金種毎の検知情報に基づいて上記出金箱内の残留確認処理を金種
毎に行うものであり、少なくとも１つの金種について複数回に分けて現金を出金する場合
に、上記残留確認処理を変更する残留確認部と、
　上記残留確認部による金種毎の残留確認結果に応じて、上記出金箱内の残留現金の受け
取りを誘導する誘導制御部と
　を備えることを特徴とする現金処理装置。
【請求項２】
　上記残留確認部が、複数回に分けて出金する金種を継続出金する際に、少なくとも当該
金種の残留確認を行ない、
　上記誘導制御部が、上記残留確認部により上記継続出金に係る金種の残留が確認される
と、残留現金の受け取りを誘導する
　ことを特徴とする請求項１に記載の現金処理装置。
【請求項３】
　上記誘導制御部が、上記残留確認部により残留があるとする金種のうち、上記継続出金
に係る金種を含む場合に、残留現金の受け取りを誘導することを特徴とする請求項２に記
載の現金処理装置。
【請求項４】
　上記残留確認部が、上記継続出金に係る金種のみ残留確認を行なうことを特徴とする請
求項２に記載の現金処理装置。
【請求項５】
　指定された金種枚数の現金を上記出金箱内に金種毎に出金する出金処理部を備え、
　上記出金処理部が、複数回に分けて現金を出金する場合に、出金回数の最終出金時に全
ての金種の現金を出金するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の現金処理
装置。
【請求項６】
　上記残留確認部が、硬貨出金取引において計数した残留確認回数が基準回数を超える場
合に、当該硬貨出金取引を終了することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の現
金処理装置。
【請求項７】
　上記残留確認部が、
　　硬貨出金取引において計数した残留確認回数が基準回数を超える場合に、偽残留有情
報を設定し、
　　次回の硬貨出金取引において、上記偽残留有情報が設定されている場合に、硬貨出金
取引開始時の残留確認を行なわない
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の現金処理装置。
【請求項８】
　上記残留確認部が、硬貨出金取引において上記出金箱内に残留がないと判断した場合、
設定されている上記偽残留有情報を消去することを特徴とする請求項７に記載の現金処理
装置。
【請求項９】
　上記残留確認部が、
　　硬貨出金取引において計数した残留確認回数が基準回数を超える場合に、偽残留有情
報を設定し、
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　　次回以降の硬貨出金取引において、上記偽残留有情報が設定されている場合に、硬貨
出金取引開始時の残留確認を行なわない回数が所定回数を超えるとき、障害終了する
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の現金処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金処理装置に関し、例えば、小売店やスーパーマーケット等の商業施設に
設置される現金処理装置に適用し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、商業施設等に設置されている現金処理装置は、レジスタ等にセットする釣銭準
備金に相当する現金を出金し、例えば業務終了後に、釣銭準備金を含む売上金を入金し計
数する。
【０００３】
　従来の現金処理装置は、指示された出金枚数の硬貨を金種毎に硬貨出金箱に排出し、利
用者（オペレータ）が硬貨出金箱にある金種毎の硬貨を受け取っている。
【０００４】
　ここで、現金処理装置に搭載されている硬貨出金箱を簡単に説明する。硬貨出金箱は、
現金処理装置の本体に対してスライド可能である。硬貨出金箱には、出金硬貨を金種毎に
収納するため、脱着可能な複数の小箱が設けられており、現金処理装置は、硬貨出金箱内
の各小箱に、対応する金種の硬貨を排出する。
【０００５】
　利用者が出金硬貨を受け取る際、まず、利用者は、現金処理装置の本体から硬貨出金箱
を引き出し、硬貨出金箱内にある各小箱を取り出し、各小箱内の硬貨を取り出す。
【０００６】
　小箱から硬貨を取り出した後、利用者は、その小箱を硬貨出金箱内の元の位置に戻し、
全ての小箱から硬貨を取り出す。全ての金種の出金硬貨を受け取ると、利用者は硬貨出金
箱を現金処理装置の本体に戻す（特許文献１参照）。
【０００７】
　従来、利用者による硬貨の取り忘れを防止するため、硬貨出金箱が現金処理装置の本体
に戻されたときに、硬貨残留検知センサが全ての小箱内の残留硬貨の有無を確認（以下、
硬貨残留確認とも呼ぶ。）している。
【０００８】
　現金処理装置は、全ての小箱内に硬貨が残留していない場合には、硬貨の出金取引が完
了したと判断して次の処理に移行する。一方、いずれかの小箱内に硬貨が残留している場
合には、硬貨残留を利用者に注意喚起するため、現金処理装置は、例えば所定の出金硬貨
受け取り誘導画面の表示等の出金硬貨受け取り誘導処理を行なう。
【０００９】
　なお、現金処理装置は、現金を取り扱う装置であるため、セキュリティが高く設計され
ており、全ての金種の硬貨が残留していない状態でないと、次の処理に移行しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－２７２４６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の現金処理装置には以下のような課題がある。
【００１２】
　第１の課題は、利用者による硬貨受け取りの操作性が悪いという問題が生じ得る。
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【００１３】
　従来の現金処理装置では、各小箱から硬貨が溢れ落ちないようにするため、各小箱に対
して１度に排出する出金限度枚数が決められている。そのため、硬貨の出金枚数が出金限
度枚数を超える場合、現金処理装置は複数回に分けてその硬貨を出金する。
【００１４】
　また、上述したように、硬貨出金箱が現金処理装置の本体に戻されると、残留硬貨確認
や出金硬貨受取り誘導処理が行なわれる。したがって、現金処理装置が複数回に分けて硬
貨を出金する場合、硬貨出金箱が現金処理装置の本体に戻されるたびに、残留硬貨確認や
出金硬貨受取り誘導処理が行なわれる。
【００１５】
　しかし、複数回に分けて硬貨を出金する場合、継続出金以外の金種の小箱に硬貨が残留
しているとき、継続出金する前に、出金硬貨受取り誘導処理が行なわれてしまう。利用者
にとっては、継続出金以外の金種の小箱から残留硬貨を受け取るために硬貨出金箱を引き
出し、更に継続出金された硬貨を受け取るために、再度硬貨出金箱を引き出す必要がある
。
【００１６】
　第２の課題は、硬貨残留確認において、実際には硬貨が小箱内に残留していないにも拘
わらず、硬貨残留検知センサが出金硬貨箱内に硬貨残留を検知してしまい、出金硬貨受け
取り誘導処理から次の処理に遷移しない場合が生じ得る。
【００１７】
　例えば、現金処理装置は利用者により直接操作される場所に設置されているため、例え
ば埃や紙片等の異物が小箱内に入りやすい。そうすると、硬貨残留検知センサが誤検知し
てしまい、利用者が硬貨を受け取ったにもかかわらず、現金処理装置が出金硬貨受け取り
誘導を繰り返してしまい、出金取引を終了できないことが生じ得る。
【００１８】
　そのため、出金取引において、利用者の操作性を向上させ、現金受け取り誘導処理から
次の処理に移行しない場合でも柔軟に対応できる現金処理装置が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　かかる課題を解決するために、本発明に係る現金処理装置は、複数の金種の現金を金種
別に区分して出金する現金処理装置において、（１）現金処理装置の本体に対してスライ
ド可能であり、出金現金を金種別に収納する出金箱と、（２）現金処理装置の本体に戻さ
れた出金箱内の残留現金を金種毎に検知する残留検知部と、（３）残留検知部による金種
毎の検知情報に基づいて出金箱内の残留確認処理を金種毎に行うものであり、少なくとも
１つの金種について複数回に分けて現金を出金する場合に、残留確認処理を変更する残留
確認部と、（３）残留確認部による金種毎の残留確認結果に応じて、出金箱内の残留現金
の受け取りを誘導する誘導制御部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、出金取引において、利用者の操作性を向上させ、現金受け取り誘導処
理から次の処理に移行を柔軟に対応できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第１の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフローチ
ャートである。
【図２】第１の実施形態に係る現金処理装置の内部構成を示す内部構成図である。
【図３】第１の実施形態に係る硬貨出金箱を横から見たときの断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る硬貨出金箱を上から見たときの図である。
【図５】第１の実施形態に係る現金処理装置の制御系の構成を示すブロック図である。
【図６】第２の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフローチ
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ャートである。
【図７】第３の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフローチ
ャートである（その１）。
【図８】第３の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフローチ
ャートである（その２）。
【図９】第４の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフローチ
ャートである（その１）。
【図１０】第４の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフロー
チャートである（その２）。
【図１１】第５の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフロー
チャートである（その１）。
【図１２】第５の実施形態に係る現金処理装置における硬貨出金処理の動作を示すフロー
チャートである（その２）。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明に係る現金処理装置の第１の実施形態を、図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００２３】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図２は、第１の実施形態に係る現金処理装置１００の内部構成を示す内部構成図である
。
【００２４】
　図２において、第１の実施形態に係る現金処理装置１００は、紙幣投入口１、紙幣一時
保留部２、紙幣鑑別部３、紙幣カセット４、リジェクト部８、硬貨投入口９、硬貨鑑別部
１０、硬貨一時保留部１１、硬貨返却箱１２、出金ホッパ１３、硬貨回収庫１４、出金箱
としての硬貨出金箱１５、カードリーダ部１６、操作表示部１７を有する。
【００２５】
　カードリーダ部１６は、取引開始時に、利用者（オペレータ）のレジスタカード（以下
、レジカードとも呼ぶ。）やＩＤカード等のカードに設けられている記録媒体（例えば、
磁気ストライプ、ＩＣチップ等）に格納されているデータを読み取るものである。
【００２６】
　操作表示部１７は、例えばＬＣＤ、テンキー、操作ボタン、タッチパネル等から構成さ
れるものであり、利用者操作により取引種別の選択や、出金や入金に必要な情報の入力を
受け付けたり、現金処理装置１００の操作状態や誘導画面（例えば、出金硬貨受け取り誘
導画面等）を表示したりする。
【００２７】
　紙幣投入口１は、入金紙幣の投入口であると共に、売上入金の取り消しにより返却され
る紙幣、出金紙幣及び入金リジェクト紙幣の出金口である。
【００２８】
　紙幣一時保留部２は、入金取引における入金計数の際や売上金作成の際に、紙幣投入口
１に投入された紙幣を一時的に集積・保留する。
【００２９】
　紙幣鑑別部３は、入金紙幣や出金紙幣の真偽判定、正損判定、計数処理等を行なう。紙
幣鑑別部３は、偽券と判定するための基準情報を参照して、搬送路（図示しない）を搬送
する紙幣が偽券であるか否かを判定する。また紙幣鑑別部３は、搬送する紙幣の画像デー
タ等に基づいて損券として判定する。
【００３０】
　紙幣カセット４は、紙幣を収納する紙幣収納部である。紙幣カセット４は、例えば入金
された紙幣を出金紙幣として繰り出すため、集積機能及び繰り出し機能を有する還流型カ
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セット（いわゆるリサイクルカセット）を適用できる。
【００３１】
　紙幣カセット４は、図２に示すように、千円券紙幣を収納する紙幣カセット（千券カセ
ット）４Ａ、五千円券紙幣を収納する紙幣カセット（五千カセット）４Ｂ、万券紙幣を収
納する紙幣カセット（万券カセット）４Ｃ、入金時や精算集計時に他の紙幣カセット４Ａ
～４Ｃから売上金に相当する紙幣を移動して収納する回収カセット４Ｄを有する。
【００３２】
　紙幣カセット４Ａ～４Ｃは、釣銭準備金としての紙幣を収納する。また、紙幣カセット
４Ａ～４Ｃは、売上入金の際に、紙幣鑑別部３により正券と鑑別された紙幣を収納し、釣
銭出金時には、収納している紙幣を出金紙幣として出金する。
【００３３】
　リジェクト部８は、売上入金時に、紙幣一時保留部２から紙幣カセット４Ａ～４Ｃのい
ずれかに紙幣を収納する際に、紙幣鑑別部３によりリジェクト判定された紙幣や、紙幣カ
セット４Ａ～４Ｃのいずれかから釣銭出金する際に、紙幣鑑別部３によりリジェクト判定
されたリジェクト紙幣や、売上金作成の際に、紙幣カセット４Ａ～４Ｃのいずれかから回
収カセット４Ｄに移動する際に、紙幣鑑別部３によりリジェクト判定されたリジェクト紙
幣を集積する。
【００３４】
　硬貨投入口９は、入金硬貨の投入口である。
【００３５】
　硬貨鑑別部１０は、硬貨投入口９に投入された硬貨を鑑別したり計数したりする。
【００３６】
　硬貨一時保留部１１は、入金計数時に、硬貨投入口９から投入された硬貨を一時的に集
積する。
【００３７】
　硬貨返却箱１２は、硬貨の計数及び売上入金の取り消しにより返却すべき硬貨を集積す
る。
【００３８】
　出金ホッパ１３は、釣銭準備金としての硬貨を収納する。出金ホッパ１３は、売上入金
の際に、硬貨鑑別部１０により正常貨と鑑別された硬貨を収納し、釣銭出金時に、収納し
ている硬貨を出金する。
【００３９】
　硬貨回収庫１４は、精算集計時に、出金ホッパ１３から売上金としての硬貨を移動して
収納する。
【００４０】
　出金箱としての硬貨出金箱１５は、釣銭出金時に、出金硬貨を収納する。
【００４１】
　図３は、第１の実施形態に係る硬貨出金箱１５を横から見たときの断面図である。図４
は、第１の実施形態に係る硬貨出金箱１５を上から見たときの図である。
【００４２】
　図３に例示するように、硬貨出金箱１５は、現金処理装置１００の本体に対してスライ
ド可能である。利用者が出金硬貨を受け取る際には、利用者により硬貨出金箱１５が現金
処理装置１００から引き出され、利用者が硬貨を受け取ると、利用者により硬貨出金箱１
５が現金処理装置１００の中に戻される。
【００４３】
　硬貨出金箱１５には、硬貨出金箱１５に対して脱着可能な、複数（図３では６個）の小
箱１５１～１５６が設けられている。これら小箱は、金種別の現金（特に硬貨）を収納す
る金種別収納部とも呼ぶ。
【００４４】
　各小箱１５１～１５６は、出金硬貨を金種毎に収納するものであり、例えば小箱１５１
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は５０円硬貨を収納し、小箱１５２は１００円硬貨を収納し、小箱１５３は５００円硬貨
を収納し、小箱１５４は５円硬貨を収納し、小箱１５５は１０円硬貨を収納し、小箱１５
６は１円硬貨を収納する。
【００４５】
　図４において、各小箱１５１～１５６の近傍には、残留検知部としての残留硬貨検知部
２１及び２２が設けられている。
【００４６】
　残留硬貨検知部２１及び２２は、硬貨出金箱１５が現金処理装置１００内に戻されたと
きに、各小箱１５１～１５６内に硬貨が残留しているか否かを検知する。
【００４７】
　残留硬貨検知部２１及び２２は、例えば、送光部と受光部とからなる光学センサ等を適
用することができる。また、受光部が送光部からの光を受光できるようにするため、各小
箱１５１～１５６には光を通過させる開口部（図示しない）が設けられている。
【００４８】
　なお、図４では、残留硬貨検知部２１及び２２が、各小箱１５１～１５６の両サイド（
図４の左右端部側）に設けられている場合を例示している。しかし、残留硬貨検知部２１
及び２２は、各小箱１５１～１５６内の残留硬貨を検知できるのであれば、硬貨出金箱１
５を引き出したときの各小箱１５１～１５６の奥側端部及び手前側端部に設けられてもよ
い。
【００４９】
　図５は、第１の実施形態に係る現金処理装置１００の制御系の構成を示すブロック図で
ある。
【００５０】
　図５に示すように、現金処理装置１００は、制御部３０、記憶部４０、操作表示部１７
、カードリーダ部１６、紙幣鑑別部３、硬貨鑑別部１０、残留硬貨検知部２１、２２を有
する。
【００５１】
　なお、操作表示部１７、カードリーダ部１６、紙幣鑑別部３、硬貨鑑別部１０、残留硬
貨検知部２１、２２の構成について既に説明したので、ここでの詳細な説明は省略する。
【００５２】
　記憶部４０は、例えば、各種処理プログラム、レジスタを担当する利用者（オペレータ
）の利用者情報（例えば、氏名、ＩＤ番号等）、各レジスタの識別番号、各レジスタを担
当する利用者のシフト情報、各レジスタのシフトに応じて出金する金種毎の出金枚数の出
金パターンを事前登録したパターン出金情報、釣銭出金や売上入金に関する情報、売上金
や精査結果などを記憶する。
【００５３】
　制御部３０は、現金処理装置１００において行なわれる各種機能を司るものである。制
御部３０のハードウェアは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ等の装置であり、Ｃ
ＰＵが各処理プログラムを実行することにより、現金処理装置１００の各種機能が行なわ
れる。なお、各処理プログラムがインストールされることにより、各種機能が実現される
ようにしてもよい。
【００５４】
　第１の実施形態に係る制御部３０は、主として、取引処理部３１、出金制御部としての
硬貨出金制御部３２を有する。
【００５５】
　取引処理部３１は、現金処理装置１００における各取引処理を行なう。具体的には、取
引処理部３１は、「釣銭出金」、「売上入金」、「計数」、「両替」、「補充」、「抜き
取り」、「精算集計」、「回収」等の取引を行なう。
【００５６】
　釣銭出金取引は、釣銭準備金に相当する現金（紙幣、硬貨）を出金する取引である。取
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引処理部３１は、事前に登録済みのレジカードやＩＤカードの格納データを読み出し、認
証処理を行なう。認証結果が成功である場合、取引処理部３１は、メニュー画面を操作表
示部１７に表示し、「釣銭出金」ボタンが選択されると、事前登録された「金種と枚数パ
ターンの出金」、若しくは、「任意の金種と枚数を指定する出金」のサブメニューを表示
する。金種毎の出金枚数が決定すると、取引処理部３１は、指定された金種毎の出金枚数
の現金を、紙幣カセット４や出金ホッパ１３から出金する。
【００５７】
　売上入金取引は、釣銭準備金と売上金とを含む現金を入金する取引である。紙幣鑑別部
３や硬貨鑑別部１０は、紙幣投入口１や硬貨投入口９から投入された現金（紙幣、硬貨）
の金種判定や計数等を行ない、取引処理部３１は、紙幣鑑別部３や硬貨鑑別部１０からの
判定結果に基づいて、投入された紙幣、硬貨を金種に対応する紙幣カセット４Ａ～４Ｃや
出金ホッパ１３に収納する。また取引処理部３１は、紙幣鑑別部３によりリジェクト判定
された紙幣を紙幣投入口１に返却し、硬貨鑑別部１０によりリジェクト判定された硬貨を
硬貨返却箱１２に返却する。
【００５８】
　計数取引は、紙幣投入口１や硬貨投入口９から投入された紙幣と硬貨の計数金額を操作
表示部１７に表示する取引である。取引処理部３１は、紙幣鑑別部３や硬貨鑑別部１０に
より計数された計数金額を操作表示部１７に表示する。操作表示部１７を通じて利用者が
計数金額を確認すると、取引処理部３１は、計数した紙幣を紙幣投入口１に返却し、硬貨
を硬貨返却箱１２に返却する。
【００５９】
　両替取引は、紙幣投入口１や硬貨投入口９から投入された現金を両替する取引である。
取引処理部３１は、紙幣鑑別部３や硬貨鑑別部１０により計数された計数金額を操作表示
部１７に表示して、指定された両替金種、枚数の紙幣を紙幣投入口１に出金し、硬貨を硬
貨出金箱１５に出金する。
【００６０】
　補充取引は、紙幣カセット４Ａ～４Ｃや出金ホッパ１３に釣銭用の紙幣や硬貨を補充す
る取引である。取引処理部３１は、紙幣投入口１や硬貨投入口９から投入された紙幣や硬
貨を、金種に対応する紙幣カセット４Ａ～４Ｃや出金ホッパ１３に収納する。
【００６１】
　抜き取り取引は、現金精査のために、現金処理装置１００内の全ての紙幣・硬貨、もし
くは、入金過多で溢れそうな紙幣カセット４Ａ～４Ｃの紙幣を紙幣投入口１に出金し、出
金ホッパ１３の硬貨を硬貨出金箱１５に出金する。
【００６２】
　精算集計取引は、メニュー画面から「精算集計」ボタンを選択すると、それまでの出金
及び入金取引を集計し、売上額を算出（入金合計－出金合計）し、その結果を操作表示部
１７に表示する。
【００６３】
　売上回収取引は、メニュー画面から「売上回収」ボタンを選択すると、売上額を売上移
動金額として、各紙幣カセット４Ａ～４Ｃから回収カセット４Ｄに移動し、売上金を作成
する。売上金の移動が完了したら、利用者はフロント扉を開けて、回収カセット４Ｄを抜
き取り、回収カセット４Ｄから売上金が回収されて、空の回収カセット４Ｄが現金処理装
置１００にセットされたところで取引終了となる。利用者は、回収した現金を金融機関等
に売上金として入金する。
【００６４】
　硬貨出金制御部３２は、現金としての硬貨を出金する処理動作を制御する。特に、第１
の実施形態に係る硬貨出金制御部３２は、硬貨出金箱１５に出金硬貨を金種別に出金する
動作を行なう。
【００６５】
　図５において、硬貨出金制御部３２は、出金枚数処理部３２１、出金処理部としての硬
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貨出金処理部３２２、残留確認部としての残留硬貨確認部３２３、誘導制御部としての誘
導画面制御部３２４を有する。
【００６６】
　出金枚数処理部３２１は、操作表示部１７を通じて、利用者操作により指定された出金
硬貨の金種枚数に関する情報を取得するものである。
【００６７】
　なお、金種枚数の指定は、操作表示部１７を通じて、利用者操作により個別に入力指定
されたものであってもよいし、事前出金パターンとして登録された金種枚数であってもよ
い。
【００６８】
　硬貨出金処理部３２２は、出金枚数処理部３２１により取得された金種枚数に関する情
報に基づいて、指定された金種枚数の硬貨を、出金ホッパ１３から硬貨出金箱１５内の各
小箱１５１～１５６に出金（排出）する。
【００６９】
　このとき、硬貨出金処理部３２２は、出金ホッパ１３から移動させる硬貨の枚数が指定
された金種枚数であるかを判断し、出金ホッパ１３から繰り出す硬貨の枚数を金種毎に計
数する。なお、硬貨出金処理部３２２は、出金ホッパ１３からの硬貨の枚数を計数するよ
うにしてもよいし、出金ホッパ１３からの硬貨の重量を計測して、指定された金種枚数に
応じた重量であるか否かを判断して硬貨を小箱１５１～１５６に出金するようにしてもよ
い。
【００７０】
　また、各小箱１５１～１５６から硬貨が溢れないようにするため、予め各小箱１５１～
１５６に１度に収納する出金限度枚数が定められている。
【００７１】
　硬貨出金処理部３２２は、金種毎に、指定された出金枚数と出金限度枚数とを比較し、
指定された金種枚数が出金限度枚数以下である場合には、当該金種の硬貨を１回の出金動
作で小箱１５１～１５６に出金する。つまり、硬貨出金処理部３２２は、全ての金種の出
金枚数が出金限度枚数を超えているか否かを判断する。
【００７２】
　一方、指定された金種枚数が出金限度枚数を超えている場合には、その金種の硬貨を、
複数回に分けて、対応する小箱１５１～１５６に出金する。
【００７３】
　ここで、複数の金種のうち、いずれか１種類以上の金種の枚数が出金限度枚数を超えて
いる場合、硬貨出金処理部３２２は、金種枚数が出金限度枚数を超えている硬貨を、複数
回に分けて小箱１５１～１５６に出金するが、出金限度枚数を超えていない金種の硬貨に
ついては１回の出金動作となる。
【００７４】
　利用者側から見ると、利用者が小箱１５１～１５６から硬貨を受け取る場合、利用者は
、現金処理装置１００の本体から硬貨出金箱１５を引き出して、各小箱１５１～１５６か
ら硬貨を取り出した後、硬貨出金箱１５を現金処理装置１００の本体に戻すという動作を
行なう。従って、いずれか１種類以上の金種枚数が出金限度枚数を超えている場合には、
複数回の出金動作となるため、利用者は、硬貨出金箱１５を引き出して、硬貨受け取り後
、硬貨出金箱１５を戻すという動作を複数回行なうことになる。
【００７５】
　また、硬貨出金処理部３２２が、複数回に分けて硬貨を小箱１５１～１５６に出金する
パターンは、様々な出金パターンで行なうことができる。例えば、出金限度枚数が５０枚
であり、１円硬貨の出金枚数が６０枚であるとする。この場合、硬貨出金処理部１３３は
、第１回目の出金動作において出金限度枚数である５０枚を小箱１５６に出金し、第２回
目の出金動作において残りの１０枚を小箱１５６に出金するようにしてもよい。また例え
ば、硬貨出金処理部１３３は、第１回目の出金動作において残りの１０枚を小箱１５６に
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出金し、第２回目の出金動作において出金限度枚数である５０枚を小箱１５６に出金する
ようにしてもよい。
【００７６】
　残留硬貨確認部３２３は、利用者により出金硬貨が受け取られた後に、硬貨出金箱１５
内の各小箱１５１～１５６に硬貨が残留しているか否かを確認する。より具体的には、利
用者により一度引き出された硬貨出金箱１５が現金処理装置１００の本体に戻されると、
残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２からの検知情報に基づいて、各
小箱１５１～１５６内に硬貨が残留しているか否かを確認する。なお、残留硬貨確認部３
２３の処理動作については、後述する動作説明において詳細に説明する。
【００７７】
　誘導画面制御部３２４は、利用者に対して出金硬貨の受け取りを誘導する出金硬貨受取
り誘導画面や、残留硬貨確認部３２３による残留硬貨確認結果に基づいて、残留硬貨の受
け取りを誘導する残留硬貨受取り画面を、操作表示部１７に出力する。これにより、出金
硬貨の受け取りを利用者に注意喚起させたり、残留硬貨があることを利用者に注意喚起さ
せたりすることができる。なお、誘導画面制御部３２４の処理動作については、後述する
動作説明において詳細に説明する。
【００７８】
　（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　図１は、第１の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示す
フローチャートである。
【００７９】
　ここで、図１に例示する硬貨出金処理は、現金処理装置１００が、各種取引において現
金を出金する動作のうち、硬貨を出金する動作であり、更には、取引種類に関係なく、現
金処理装置１００が、硬貨出金箱１５の各小箱１５１～１５６に硬貨を金種別に出金する
ことをいう。
【００８０】
　図１では、硬貨出金処理の一例として釣銭出金取引を行なう場合を例示する。しかし、
硬貨出金処理は、釣銭出金取引に限定されず、抜き取り取引、両替取引における硬貨出金
処理にも適用できる。
【００８１】
　例えば、現金処理装置１００において、レジカード、ＩＣカードに格納されている情報
に基づいて所定の認証処理が行なわれる。認証成功後、利用者により、操作表示部１７に
表示されるメニュー画面から釣銭出金が選択されると、釣銭出金取引が開始する。
【００８２】
　まず、硬貨出金取引開始時に、現金処理装置１００におけるイニシャル処理として、残
留硬貨確認部３２３は、硬貨出金箱１５内の硬貨残留確認を行なう（Ｓ１０１）。より具
体的には、各残留硬貨検知部２１及び２２が、硬貨出金箱１５内の各小箱１５１～１５６
に残留硬貨の有無を検知する。残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２
からの検知結果に基づいて、各小箱１５１～１５６の残留硬貨確認を行なう。
【００８３】
　そして、硬貨出金箱１５内に残留硬貨がある場合（Ｓ１０２）、処理はＳ１０３に移行
する。釣銭出金前の残留硬貨の受け取りを利用者に誘導するため、誘導画面制御部３２４
は、出金硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に出力する（Ｓ１０３）。複数の小箱１５
１～１５６のうち、いずれか１以上の小箱内に硬貨が残留しているときに、出金硬貨受取
り誘導画面が表示される。
【００８４】
　硬貨出金箱１５内に残留硬貨がない場合（Ｓ１０２）、処理はＳ１０４に移行する。出
金硬貨の金種枚数を取得するため、操作表示部１７における利用者操作により、出金パタ
ーンや出金硬貨の金種枚数が入力される（Ｓ１０４）。
【００８５】
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　出金枚数処理部３２１は、操作表示部１７を通じて、指定された金種枚数を取得する。
硬貨出金処理部３２２は、指定された金種枚数と出金限度枚数とを比較し、その比較結果
に基づく各金種の硬貨を、出金ホッパ１３から硬貨出金箱１５内の各小箱１５１～１５６
に硬貨を出金する（Ｓ１０５）。このとき、硬貨出金処理部３２２は、金種毎に、指定さ
れた出金枚数と出金限度枚数とを比較し、出金枚数が出金限度枚数以下の場合には、その
金種枚数の硬貨を小箱１５１～１５６に出金する。また、出金枚数が出金限度枚数を超え
る場合には、複数回に分けて、その金種の硬貨を出金する。
【００８６】
　硬貨出金処理部３２２により各小箱１５１～１５６に硬貨が出金されると、誘導画面制
御部３２４は、利用者に出金硬貨の受け取りを誘導するため、出金硬貨受取り誘導画面を
操作表示部１７に出力する（Ｓ１０６）。
【００８７】
　利用者は、現金処理装置１００の本体から硬貨出金箱１５を引き出し、硬貨出金箱１５
から各小箱１５１～１５６を取り出し、各小箱１５１～１５６に収納されている硬貨を受
け取る。利用者が各小箱１５１～１５６から硬貨を受け取ると、利用者は、硬貨出金箱１
５を現金処理装置１００の本体に戻す。
【００８８】
　硬貨出金箱１５が現金処理装置１００の本体に戻されると、硬貨出金処理部３２２は、
指定された金種枚数の硬貨を全て出金済みであるか否かを判断する（Ｓ１０７）。
【００８９】
　全額出金済みでない場合（Ｓ１０７）、すなわち、いずれか１種類以上の金種を複数回
に分けて出金する場合であって、まだ未出金硬貨が残っているとき、処理はＳ１０８に移
行する。
【００９０】
　残留硬貨確認部３２３は、前回出金した硬貨が各小箱１５１～１５６に残留しているか
否かを確認するため、各残留硬貨検知部２１及び２２による検知結果に基づいて、硬貨出
金箱１５内の残留硬貨の有無を確認する（Ｓ１０８）。
【００９１】
　そして、継続出金する金種の硬貨が小箱１５１～１５６に残留していない場合（Ｓ１０
９）、継続出金する金種の残りの硬貨を出金するため、処理はＳ１０５に移行し、硬貨出
金処理部３２２は未出金の硬貨を継続出金する（Ｓ１０５～Ｓ１０７）。
【００９２】
　一方、継続出金する金種の硬貨が小箱１５１～１５６に残留している場合（Ｓ１０９）
、誘導画面制御部３２４は、残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に表示し（Ｓ１１
０）、処理はＳ１０８に移行して、残留硬貨確認部３２３が残留硬貨を確認する。
【００９３】
　ここで、Ｓ１０８～Ｓ１１０における硬貨出金箱１５内の残留硬貨確認処理、及び、誘
導画面の出力動作を説明する。
【００９４】
　Ｓ１０８～Ｓ１１０では、残留硬貨確認部３２３が、継続出金する金種に対応する小箱
１５１～１５６内に残留硬貨があることを確認した場合に、誘導画面制御部３２４が残留
硬貨誘導画面を操作表示部１７に表示する。
【００９５】
　複数回に分けて硬貨を出金する場合、継続出金する金種の小箱に硬貨が残っている状態
で、硬貨を継続出金してしまうと、その金種の小箱から硬貨が溢れてしまう可能性がある
。そのため、継続出金前に、継続出金する金種の小箱の残留確認を行なう。
【００９６】
　第１の実施形態では、継続出金する金種に対応する小箱１５１～１５６内に残留硬貨が
ある場合にのみ、誘導画面制御部３２４は残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に表
示する。
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【００９７】
　より具体的には、残留硬貨確認部３２３は、全ての残留硬貨検知部２１及び２２からの
検知情報に基づいて、全ての小箱１５１～１５６内に残留硬貨があるか否かを確認する。
【００９８】
　誘導画面制御部３２４は、全ての小箱１５１～１５６のうち、継続出金する金種の小箱
１５１～１５６内に残留硬貨ある場合にのみ、残留硬貨誘導画面を操作表示部１７に表示
する。
【００９９】
　例えば、１０円硬貨のみの出金枚数が出金限度枚数を超えており、１０円硬貨が複数回
に分けて出金する金種であるとする。この場合、残留硬貨確認部３２３は、全ての小箱１
５１～１５６内に残留硬貨があるか否かを確認する。
【０１００】
　このとき、継続出金をしない金種である１００円硬貨の小箱１５２に残留硬貨が確認さ
れても、誘導画面制御部３２４は残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７には表示しな
い。この場合、後述するＳ１１１～Ｓ１１３の処理により、１００円硬貨の残留を利用者
に知らせることができるからである。
【０１０１】
　すなわち、継続出金をしない金種の小箱に残留硬貨があっても、ここでは残留硬貨受取
り誘導処理を行なわない。このようにすることで、従来のように継続出金前に、継続出金
をしない金種の小箱に残留硬貨があっても、残留硬貨の受け取り誘導を利用者に行なうこ
となく、継続出金を行なうことができる。
【０１０２】
　一方、継続出金をする金種である１０円硬貨の小箱１５５に残留硬貨が確認されたり、
１０円硬貨と継続出金をしない金種の硬貨（例えば１００円硬貨）の小箱に残留硬貨が確
認されたりする場合、誘導画面制御部３２４は残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７
に表示する。
【０１０３】
　これにより、継続出金する金種の小箱に、更に未出金の硬貨を継続出金し、その小箱か
ら硬貨が溢れてしまうことを防止できる。また、継続出金しない金種の小箱に残留硬貨が
あったとしても、その小箱には継続出金されないため、硬貨が溢れてしまうことはない。
【０１０４】
　また、Ｓ１０８～Ｓ１１０の残留硬貨確認処理及び誘導画面の出力処理の変形実施形態
を説明する。
【０１０５】
　例えば、残留硬貨確認部３２３は、全ての残留硬貨検知部２１及び２２からの検知情報
に基づいて、継続出金をする金種の小箱１５１～１５６のみ、残留硬貨があるか否かを確
認する。
【０１０６】
　そして、残留硬貨確認部３２３により継続出金をする金種の小箱１５１～１５６に残留
硬貨がある場合、誘導画面制御部３２４は残留硬貨誘導画面を操作表示部１７に表示する
。
【０１０７】
　例えば、１０円硬貨が複数回に分けて出金する金種であるとする。この場合、残留硬貨
確認部３２３は、１０円硬貨の小箱１５５のみに残留硬貨があるか否かを確認する。そし
て、１０円硬貨の小箱１５５内に残留硬貨がある場合、誘導画面制御部３２４は残留硬貨
受取り誘導画面を操作表示部１７に表示する。
【０１０８】
　なお、この例の場合、残留硬貨確認部３２３は、継続出金をしない金種の小箱内の残留
硬貨の有無を確認しないので、例えば、継続出金をしない金種である１００円硬貨の小箱
１５２に残留硬貨が確認されても、誘導画面制御部３２４は残留硬貨受取り誘導画面を操
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作表示部１７には表示しない。
【０１０９】
　この例の場合も、継続出金する金種の小箱に、更に未出金の硬貨を継続出金し、その小
箱から硬貨が溢れてしまうことを防止できる。また、継続出金しない金種の小箱に残留硬
貨があったとしても、その小箱には継続出金されないため、硬貨が溢れてしまうことはな
い。
【０１１０】
　Ｓ１０７において、全額出金済みである場合、残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検
知部２１及び２２による検知結果に基づいて、各小箱１５１～１５６内に硬貨残留の有無
を確認する（Ｓ１１１）。
【０１１１】
　このとき、残留硬貨確認部３２３は、全ての小箱１５１～１５６について残留硬貨の有
無を確認する。そして、全ての小箱１５１～１５６に硬貨が残留していない場合（Ｓ１１
２）には、釣銭出金が正常に終了する（Ｓ１１４）。その後の処理に移行する。
【０１１２】
　一方、いずれかの小箱１５１～１５６に残留硬貨がある場合（Ｓ１１２）、誘導画面制
御部３２４は、残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に表示する（Ｓ１１３）。Ｓ１
０９において、継続出金をしない金種の小箱内に残留硬貨があったとしても、Ｓ１１２に
おいて残留硬貨の有無を確認するため、残留硬貨受取り誘導処理を行なうことができる。
【０１１３】
　（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、受取り完了後に硬貨出金箱の残留硬貨を検知
した場合、継続出金する金種の小箱内に残留硬貨がある場合にのみ、残留硬貨受取り誘導
処理を行なうため、利用者の操作性を向上させることができる。
【０１１４】
　（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明に係る現金処理装置の第２の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【０１１５】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成及び動作
　第２の実施形態に係る現金処理装置１００は、硬貨出金制御部３２による処理動作が異
なり、基本的な構成は第１の実施形態と同様である。そのため、第２の実施形態において
も、第１の実施形態の図２～図５を用いて説明する。
【０１１６】
　例えば、利用者が小箱から出金硬貨を受け取る際に、別の金種の小箱に出金硬貨が紛れ
てしまうことがある。その別の小箱が継続出金する金種である場合、そのまま継続出金し
てしまうと、次回の継続出金の際に小箱から硬貨が溢れてしまうことがある。
【０１１７】
　そこで、第２の実施形態の硬貨出金制御部３２は、全ての金種のうち、少なくとも１種
類でも、複数回に分けて出金する金種がある場合、複数回に分けて出金する金種硬貨を、
１回で出金できる金種硬貨よりも先に出金し、最後の出金処理で全ての金種硬貨を出金す
る。これにより、小箱から硬貨の溢れを防止したり、硬貨の取り忘れ等を防止したりでき
る。
【０１１８】
　図６は、第２の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示す
フローチャートである。
【０１１９】
　図６は、硬貨出金処理の一例として釣銭出金取引を行なう場合を例示するが、硬貨出金
処理は、釣銭出金取引に限定されず、抜き取り取引、両替取引における硬貨出金処理にも
適用できる。
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【０１２０】
　第２の実施形態に係る現金処理装置１００において、第１の実施形態と同様に、レジカ
ードやＩＣカード等を用いた認証処理や、操作表示部１７を通じて利用者により釣銭出金
が選択されると、釣銭出金取引が開始する。
【０１２１】
　まず、現金処理装置１００におけるイニシャル処理として、第１の実施形態と同様に、
Ｓ１０１～Ｓ１０４の処理が行なわれ、指定された金種枚数が入力される。
【０１２２】
　現金処理装置１００において、硬貨出金処理部３２２は、指定された金種枚数と出金限
度枚数とを比較し、金種毎に、１回で出金可能か否かを判断する（Ｓ２０１）。つまり、
硬貨出金処理部３２２は、今回の１回の出金で、全ての金種硬貨を出金できるか否かを判
断する。
【０１２３】
　今回の出金で全ての金種硬貨を出金可能である場合、硬貨出金処理部３２２は、全ての
金種硬貨を、出金ホッパ１３から硬貨出金箱１５内の各小箱１５１～１５６に硬貨を出金
する（Ｓ２０２）。
【０１２４】
　一方、今回の出金で全ての金種硬貨を出金可能でない場合、すなわち、次回以降に継続
出金する、少なくとも１種類以上の金種がある場合、硬貨出金処理部３２２は、継続出金
する金種のみ、硬貨出金箱１５内の対応する小箱１５１～１５６に硬貨を出金する（Ｓ２
０３）。
【０１２５】
　つまり、複数回に分けて出金する金種のうち、今回出金しても次回に継続出金する予定
のある金種がある場合、硬貨出金処理部３２２は、継続出金しない金種よりも先に、当該
金種硬貨を小箱１５１～１５６に出金する。
【０１２６】
　そして、誘導画面制御部３２４が、硬貨出金箱１５を引き出して出金硬貨の受け取りを
誘導するために、出金硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に表示する（Ｓ２０４）。
【０１２７】
　その後、硬貨出金箱１５が現金処理装置１００の本体に戻されると、硬貨の取り忘れを
検知するため、残留硬貨確認部３２３が、各残留硬貨検知部２１及び２２からの検知情報
に基づいて、各小箱１５１～１５６内の硬貨残留を確認する（Ｓ２０５）。
【０１２８】
　いずれかの小箱１５１～１５６に残留硬貨がある場合（Ｓ２０６）、処理はＳ２０４に
戻り、誘導画面制御部３２４が、残留硬貨の受け取りを誘導するため、出金硬貨誘導画面
を操作表示部１７に表示する。
【０１２９】
　一方、全ての小箱１５１～１５６に残留硬貨がない場合（Ｓ２０６）、処理はＳ２０７
に移行する。硬貨出金処理部３２２は、指定された金種枚数の硬貨を全て出金済みである
か否かを判断し（Ｓ２０７）、全額出金済みでない場合、Ｓ２０１に移行して、処理を繰
り返し行なう。一方、全額出金済みである場合、釣銭出金処理は正常に終了する。
【０１３０】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の効果
　以上のように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態の硬貨に加えて、指定された
金種枚数と出金限度枚数との比較結果に基づいて、継続出金をする金種硬貨を先に出金し
ていき、最終回に全ての金種硬貨を出金する。これにより、継続出金をしない金種の出金
硬貨受取り誘導をする必要がなくなる。また、出金硬貨が別の小箱に紛れてしまっても、
継続出金する金種の小箱から硬貨が溢れ落ちることを防止できる。
【０１３１】
　（Ｃ）第３の実施形態
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　次に、本発明に係る現金処理装置の第３の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【０１３２】
　（Ｃ－１）第３の実施形態の構成及び動作
　第３の実施形態に係る現金処理装置１００は、硬貨出金制御部３２による処理動作が異
なり、基本的な構成は第１の実施形態と同様である。そのため、第３の実施形態において
も、第１及び第２の実施形態の図２～図５を用いて説明する。
【０１３３】
　例えば、埃や紙片等が小箱１５１～１５６にあることで、残留硬貨検知部２１及び２２
が硬貨残留を検知してしまうことがあり、全ての金額を出金したにも拘わらず、硬貨出金
処理が終了しない場合がある。
【０１３４】
　そこで、第３の実施形態において、硬貨出金制御部３２は、硬貨出金箱１５の硬貨残留
確認の回数が、予め設定された回数又は変更可能な回数（以下、基準回数とも呼ぶ）に達
したか否かを判断し、硬貨残留確認回数が基準回数（例えば、Ｎ回，Ｎは正の整数）に達
した場合、硬貨出金取引を終了する。
【０１３５】
　残留硬貨確認部３２３は、第１の実施形態と同様に、引き出された硬貨出金箱１５が現
金処理装置１００の本体に戻されると、各残留硬貨検知部２１及び２２からの検知情報に
基づいて、各小箱１５１～１５６内に硬貨が残留しているか否かを確認する。
【０１３６】
　また、残留硬貨確認部３２３は、硬貨出金箱１５の各小箱１５１～１５６内の残留硬貨
の確認回数を計数する。さらに、残留硬貨確認部３２３は、残留硬貨確認回数と基準回数
と比較し、残留硬貨確認回数が基準回数に達している場合には、硬貨出金処理が正常に終
了したと判断する。つまり、誘導画面制御部３２４による出金硬貨受取り誘導画面の出力
を行なわず、硬貨出金処理を終了する。
【０１３７】
　一方、残留硬貨確認部３２３は、残留硬貨確認回数が基準回数未満の場合、硬貨出金処
理が正常に終了していないと判断する。つまり、誘導画面制御部３２４は、出金硬貨受取
り誘導画面の操作表示部１７に出力する。
【０１３８】
　ここで、残留硬貨確認回数は、硬貨出金取引開始後に、残留硬貨確認部３２３が硬貨出
金箱１５に対して行った残留硬貨の確認回数をいう。
【０１３９】
　また、基準回数は、現金処理装置１００における硬貨出金取引開始後に、残留硬貨検知
部２１及び２２、残留硬貨確認部３２３による硬貨出金箱１５の残留硬貨確認処理が正常
に行なわれているか否かを判断するための回数をいう。
【０１４０】
　なお、基準回数及び硬貨残留確認回数には、イニシャル処理で硬貨出金箱１５の硬貨残
留を確認する回数を含めるようにしてもよいし、含めないようにしてもよい。
【０１４１】
　また、基準回数は、複数回に分けて金種硬貨を出金する場合、その金種硬貨を出金する
出金回数を考慮した回数としてよい。例えば、２回に分けて金種硬貨を出金する場合、基
準回数（Ｎ回）は、予め設定された基準回数のデフォルト値（Ｍ回）に、金種硬貨を出金
する複数回（２回）を加算した回数（Ｎ＝Ｍ＋２）としてもよい。逆に、複数回に分けて
金種硬貨を出金しない場合、基準回数（Ｎ回）は、予め設定された基準回数のデフォルト
値（Ｍ回）としてもよい。
【０１４２】
　図７は、第３の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示す
フローチャートである。
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【０１４３】
　図７に示す処理は、第１の実施形態の図１に示す硬貨出金処理をベースにしたものであ
る。図７において、図１の各ステップと同一又は対応するステップには、図１に示す番号
と同一番号を付している。
【０１４４】
　まず、現金処理装置１００におけるイニシャル処理として、第１の実施形態と同様に、
Ｓ１０１～Ｓ１０４の処理が行なわれ、指定された金種枚数が入力される。また、Ｓ１０
５～Ｓ１１１の処理は、第１の実施形態と同様であるため、ここでの詳細な動作説明を省
略する。
【０１４５】
　Ｓ１０８、Ｓ１１１において、残留硬貨確認部３２３は、残留硬貨検知部２１及び２２
からの検知結果に基づいて、硬貨出金箱１５の各小箱１５１～１５６内に残留硬貨の有無
を確認すると共に、今回の硬貨出金取引における残留硬貨確認回数を計数（更新）する。
【０１４６】
　Ｓ１１２において、残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２による検
知結果に基づいて、全ての小箱１５１～１５６内に残留無しの場合（Ｓ３０１）、釣銭出
金取引を正常終了する。
【０１４７】
　一方、残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２による検知結果に基づ
いて、いずれかの小箱１５１～１５６内に残留ありの場合（Ｓ３０１）、残留硬貨確認部
３２３は、残留硬貨確認回数と基準回数とを比較する。そして、残留硬貨確認回数が基準
回数に達している場合、釣銭出金取引を正常終了する。一方、残留硬貨確認回数が基準回
数に達していない場合、処理はＳ１１３に移行し、残金硬貨受取り誘導画面を操作表示部
１７に表示する（Ｓ１１３）。なお、それ以降の処理は第１の実施形態と同様であるため
、詳細な動作説明を省略する。
【０１４８】
　図８は、第３の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示す
フローチャートである。
【０１４９】
　図８に示す処理は、第２の実施形態の図６に示す硬貨出金処理をベースにしたものであ
る。図８において、図６の各ステップと同一又は対応するステップには、図６に示す番号
と同一番号を付している。
【０１５０】
　まず、現金処理装置１００におけるイニシャル処理として、第１及び第２の実施形態と
同様に、Ｓ１０１～Ｓ１０４の処理が行なわれ、指定された金種枚数が入力される。また
、Ｓ２０１～Ｓ２０６の処理は、第２の実施形態と同様であるため、ここでの詳細な動作
説明を省略する。
【０１５１】
　Ｓ２０５において、残留硬貨確認部３２３は、残留硬貨検知部２１及び２２からの検知
結果に基づいて、硬貨出金箱１５の各小箱１５１～１５６内に残留硬貨の有無を確認する
と共に、今回の硬貨出金取引における残留硬貨確認回数を計数（更新）する。
【０１５２】
　Ｓ２０６において、残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２による検
知結果に基づいて、全ての小箱１５１～１５６内に残留ありの場合（Ｓ２０６）、処理は
Ｓ３０１に移行する。
【０１５３】
　残留硬貨確認部３２３は、残留硬貨確認回数と基準回数とを比較する（Ｓ３０１）。そ
して、残留硬貨確認回数が基準回数に達している場合（Ｓ３０１）、釣銭出金取引を終了
するため、処理はＳ２０７に移行する。
【０１５４】
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　残留硬貨確認回数が基準回数に達していない場合（Ｓ３０１）、硬貨出金箱１５内の残
留硬貨を核にするため、処理はＳ２０４に移行する。
【０１５５】
　一方、Ｓ２０６において、残留硬貨確認部３２３は、各残留硬貨検知部２１及び２２に
よる検知結果に基づいて、全ての小箱１５１～１５６内に残留ありの場合（Ｓ２０６）、
処理はＳ２０７に移行する。
【０１５６】
　（Ｃ－２）第３の実施形態の効果
　以上のように、第３の実施形態によれば、硬貨受取り完了後、硬貨出金箱の残留硬貨確
認回数が任意の回数に達したとき、硬貨による残留以外の偽残留と判断することで、埃や
紙片による偽残留があっても、取引を継続もしくは終了することができる。
【０１５７】
　（Ｄ）第４の実施形態
　次に、本発明に係る現金処理装置１００の第４の実施形態を、図面を参照しながら詳細
に説明する。
【０１５８】
　（Ｄ－１）第４の実施形態の構成及び動作
　第４の実施形態に係る現金処理装置１００は、硬貨出金制御部３２による処理動作が異
なり、基本的な構成は第１の実施形態と同様である。そのため、第４の実施形態において
も、第１～第３の実施形態の図２～図５を用いて説明する。
【０１５９】
　上述した第３の実施形態では、例えば、硬貨出金箱１５の小箱１５１～１５６に、硬貨
以外の偽残留と判断した場合に、硬貨出金取引を終了する場合を例示した。この場合、次
回の硬貨出金取引開始時に、硬貨出金箱１５に残留が検知されると、硬貨出金取引処理を
行うことができないことが生じ得る。
【０１６０】
　そこで、第４の実施形態では、前回の硬貨出金取引で硬貨出金箱１５に偽残留と判断し
た場合でも、次回の硬貨出金取引処理を行うようにするため、前回の偽残留有情報を記憶
しておき、次回の硬貨出金取引では、偽残留有情報の有無に応じて、硬貨出金取引処理を
開始する。
【０１６１】
　残留硬貨確認部３２３は、第１～第３の実施形態で説明した処理に加えて、以下の処理
を行う。残留硬貨確認部３２３は、硬貨以外の異物が硬貨出金箱１５に残留している偽残
留と判断した場合、偽残留有情報を記憶部４０に記憶する。
【０１６２】
　また、残留硬貨確認部３２３は、硬貨出金取引を開始する際に、記憶部４０から偽残留
有情報が設定されているか否かを判断することで、イニシャル処理を行う。
【０１６３】
　図９は、第４の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示す
フローチャートである。
【０１６４】
　図９に示す処理は、第１及び第３の実施形態の図１及び図７に示す硬貨出金処理をベー
スにしたものである。図９において、図１及び図７の各ステップと同一又は対応するステ
ップには、図１及び図７に示す番号と同一番号を付している。
【０１６５】
　図９において、残留硬貨確認部３２３は、釣銭出金取引開始時に、前回の釣銭出金取引
において、偽残留と判断された否かを示す偽残留有情報が設定（セット）されているか否
かを確認する（Ｓ４０１）。
【０１６６】
　偽残留有情報がセットされている場合（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、処理はＳ１０４に移行し
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、残留硬貨確認部３２３は、釣銭出金取引開始時の残留硬貨確認処理を行わず、金種枚数
の入力処理を行う。これにより、釣銭出金開始時の残留硬貨確認処理を行わずに、釣銭出
金処理を進めることができる。なお、偽残留有情報がセットされていない場合（Ｓ４０１
：Ｎｏ）、処理はＳ１０１に移行して、第１及び第３の実施形態で説明した処理を続行す
る。
【０１６７】
　Ｓ１１１において、残留硬貨確認部３２３が、硬貨出金箱１５内の残留硬貨の確認を行
い、硬貨出金箱１５に残留があると判断すると（Ｓ１１２：Ｙｅｓ）、残留硬貨確認部３
２３は、残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達しているか否かを判断する（Ｓ３０１）。
【０１６８】
　残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達している場合（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）、残留硬貨確
認部３２３は、偽残留と判断し、偽残留有情報を記憶部４０に設定（セット）する（Ｓ４
０２）。
【０１６９】
　一方、残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達していない場合（Ｓ３０１：Ｎｏ）、硬貨
出金箱１５内の残留硬貨の受け取りを利用者に誘導するため、誘導画面制御部３２４は、
残留硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に出力し（Ｓ１１３）、それ以降の処理を行う
。
【０１７０】
　また、Ｓ１１１において、残留硬貨確認部３２３が、硬貨出金箱１５内の残留硬貨の確
認を行い、硬貨出金箱１５に残留がないと判断すると（Ｓ１１２：Ｎｏ）、残留硬貨確認
部３２３は、偽残留情報がセットされているか否かを判断し、偽残留情報がセットされて
いる場合には、そのセットされている偽残留情報を削除（クリア）する（Ｓ４０３）。こ
れは、何等かの原因により、硬貨出金箱１５内から異物が取り除かれることがあるため、
その場合に、偽残留情報をクリアすることにより、その後の釣銭出金取引を通常処理させ
ることができる。
【０１７１】
　図１０は、第４の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示
すフローチャートである。
【０１７２】
　図１０に示す処理は、第２及び第３の実施形態の図６及び図８に示す硬貨出金処理をベ
ースにしたものである。図１０において、図６及び図８の各ステップと同一又は対応する
ステップには、図６及び図８に示す番号と同一番号を付している。
【０１７３】
　図１０においても、残留硬貨確認部３２３は、釣銭出金取引開始時に、前回の釣銭出金
取引において、偽残留と判断された否かを示す偽残留有情報が設定（セット）されている
か否かを確認する（Ｓ４０１）。
【０１７４】
　偽残留有情報がセットされている場合（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、処理はＳ１０４に移行し
、残留硬貨確認部３２３は、釣銭出金取引開始時の残留硬貨確認処理を行わず、金種枚数
の入力処理を行う。なお、偽残留有情報がセットされていない場合（Ｓ４０１：Ｎｏ）、
処理はＳ１０１に移行して、第２及び第３の実施形態で説明した処理を続行する。
【０１７５】
　Ｓ２０６において、残留硬貨確認部３２３が、硬貨出金箱１５内の残留硬貨の確認を行
い、硬貨出金箱１５に残留があると判断すると（Ｓ２０６：Ｙｅｓ）、残留硬貨確認部３
２３は、残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達しているか否かを判断する（Ｓ３０１）。
【０１７６】
　残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達している場合（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）、残留硬貨確
認部３２３は、偽残留有情報を記憶部４０に設定（セット）する（Ｓ４０２）。
【０１７７】
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　一方、残留硬貨確認回数が基準回数Ｎ回に達していない場合（Ｓ３０１：Ｎｏ）、硬貨
出金箱１５内の残留硬貨の受け取りを利用者に誘導するため、誘導画面制御部３２４は、
出金硬貨受取り誘導画面を操作表示部１７に出力し（Ｓ２０４）、それ以降の処理を行う
。
【０１７８】
　また、Ｓ２０６において、残留硬貨確認部３２３が、硬貨出金箱１５内の残留硬貨の確
認を行い、硬貨出金箱１５に残留がないと判断すると（Ｓ２０６：Ｎｏ）、残留硬貨確認
部３２３は、偽残留情報がセットされている場合には、そのセットされている偽残留情報
を削除（クリア）する（Ｓ４０３）。
【０１７９】
　（Ｄ－２）第４の実施形態の効果
　以上のように、第４の実施形態によれば、前回の硬貨出金取引において、硬貨以外の異
物が硬貨出金箱にあると判断した場合でも、次の硬貨出金取引開始時の残留硬貨確認を回
避し、次の取引ができるようにする。これにより、一時的な偽残留でも運用を継続するこ
とができる。
【０１８０】
　また、第４の実施形態によれば、硬貨出金箱内の状態が変化し、埃や紙片の偽残留が解
除されると、その次の硬貨出金取引から、再度、残留センサによる出金箱残留確認ができ
るようになる。
【０１８１】
　（Ｅ）第５の実施形態
　次に、本発明に係る現金処理装置１００の第５の実施形態を、図面を参照しながら詳細
に説明する。
【０１８２】
　（Ｅ－１）第５の実施形態の構成及び動作
　第５の実施形態に係る現金処理装置１００は、硬貨出金制御部３２による処理動作が異
なり、基本的な構成は第１の実施形態と同様である。そのため、第４の実施形態において
も、第１～第４の実施形態の図２～図５を用いて説明する。
【０１８３】
　上述した第４の実施形態では、例えば、硬貨出金取引開始時に、偽残留有情報がセット
されている場合でも、硬貨出金取引を続行する場合を例示した。しかし、偽残留又は残留
硬貨検知部２１及び２２の故障などにより、偽残留が継続して発生した場合、硬貨出金箱
１５内の異物確認をしたり、又は装置故障の確認をしたりする必要がある。
【０１８４】
　そこで、第５の実施形態では、一時的な偽残留と判断したが、任意の回数を超えて解除
できなかった場合、オペレータによる異物確認や装置故障の確認を促す。
【０１８５】
　残留硬貨確認部３２３は、第１～第４の実施形態で説明した処理に加えて、以下の処理
を行う。
【０１８６】
　残留硬貨確認部３２３は、硬貨出金取引開始時に偽残留有情報がセットされているか否
かを判断し、偽残留情報がセットされている場合に、偽残留有情報の状態で硬貨出金取引
を続行する回数を「偽残留有回数」とし、この偽残留有回数が所定回数（Ｘ回）を超えた
ときに、硬貨出金取引を障害終了する。これにより、偽残留に基づく障害、又は、残留硬
貨検知部２１及び２２等の障害を、オペレータに知らせることができる。
【０１８７】
　図１１は、第５の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示
すフローチャートである。
【０１８８】
　図１１に示す処理は、第１、第３及び第４の実施形態の図１、図７及び図９に示す硬貨
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出金処理をベースにしたものである。図１１において、図１、図７及び図９の各ステップ
と同一又は対応するステップには、図１、図７及び図９に示す番号と同一番号を付してい
る。
【０１８９】
　図１２は、第５の実施形態に係る現金処理装置１００における硬貨出金処理の動作を示
すフローチャートである。
【０１９０】
　図１２に示す処理は、第２、第３及び第４の実施形態の図６、図８及び図１０に示す硬
貨出金処理をベースにしたものである。図１２において、図６、図８及び図１０の各ステ
ップと同一又は対応するステップには、図６、図８及び図１０に示す番号と同一番号を付
している。
【０１９１】
　図１１及び図１２において、残留硬貨確認部３２３は、釣銭出金取引開始時に、前回の
釣銭出金取引において、偽残留と判断された否かを示す偽残留有情報が設定（セット）さ
れているか否かを確認する（Ｓ４０１）。
【０１９２】
　偽残留有情報がセットされている場合（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、処理はＳ５０１に移行し
、残留硬貨確認部３２３は、偽残留有回数の値を「＋１」だけインクリメントする（Ｓ５
０１）。
【０１９３】
　そして、偽残留有回数が所定値（Ｘ回）を超えていない場合（Ｓ５０２：Ｎｏ）、処理
はＳ１０４に移行し、金種枚数の入力処理を行う。
【０１９４】
　一方、偽残留有回数が所定値（Ｘ回）を超えた場合（Ｓ５０２：ＹＥＳ）、オペレータ
に障害を知らせるために、現金処理装置１００は障害終了する。
【０１９５】
　つまり、残留硬貨確認部３２３が硬貨出金箱１５内において偽残留を判断し、偽残留有
情報をセットした後、複数回の釣銭出金取引が続行され、偽残留有回数が所定値（Ｘ回）
を超えた場合、オペレータに障害を知らせることができる。
【０１９６】
　（Ｅ－２）第５の実施形態の効果
　以上のように、第５の実施形態によれば、異物の残留確認、または残留硬貨検知部の故
障などで、偽残留の取引が所定回数に達したとき、障害としてオペレータに対して知らせ
ることにより、異物の除去又は保守員による障害確認を行うことができる。よって、硬貨
出金箱の残留確認が不正な状態で運用を継続することを防止できる。
【０１９７】
　（Ｆ）他の実施形態
　上述した第１～第５の実施形態においても種々の変形実施形態を言及したが、本発明は
、以下の変形実施形態にも適用できる。
【０１９８】
　第１～第５の実施形態では、商業施設などに設置される現金処理装置を例示したが、現
金処理装置はオンライン／オフラインに係わらず、現金の入出金を管理する装置に広く適
用できる。例えば、現金処理装置は、入出金機、出納機などにも適用できる。
【０１９９】
　第１～第５の実施形態では、金種別の硬貨を収納する複数の小箱を有する硬貨出金箱を
一例として説明した。しかし、硬貨出金箱は、金種別の硬貨を収納することができる構造
であれば、小箱を有していないものであってもよい。例えば、硬貨出金箱内に、複数の収
納部が物理的に一体として形成されたものであってもよい。
【０２００】
　第１～第５の実施形態で示した図１、図６～図１２の処理フローは一例であり、これら
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の図面に限定されるものではない。
【符号の説明】
【０２０１】
　１００…現金処理装置、９…硬貨投入口、１０…硬貨鑑別部、１１…硬貨一時保留部、
１３…出金ホッパ、１５…硬貨出金箱、１６…カードリーダ部、１７…操作表示部、１５
１～１５６…小箱、
　３０…制御部、４０…記憶部、２１及び２２…残留硬貨検知部、３１…取引処理部、３
２…硬貨出金制御部、３２１…出金枚数処理部、３２２…硬貨出金処理部、３２３…残留
硬貨確認部、３２４…誘導画面制御部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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